
『高齢者の医療の確保に関する法律』第二十七条 抜粋 
 
 

３ 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者
等（厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。）又は使用していた
事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき
当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ず
るものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。 

 
４ 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一

項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づ
き保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療
広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなけ
ればならない。 

 

 

『健康保険法』第百五十条 抜粋 

 

２ 保険者は、前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当た
って必要があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等（労働安全衛生法（昭和
四十七年法律第五十七号）第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断（特
定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。）を実施する責務を有する者その他厚生労
働省令で定める者をいう。以下この条において同じ。）又は使用していた事業者等に対し、厚
生労働省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当
該被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令
で定めるものを提供するよう求めることができる。 

 
３ 前項の規定により、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健

康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該記録の写しを提供しなければならない。 

 


